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2017/8年度第 15号 2018年8月 16日発行 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

勤勉手当支給率の復元について 

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

 ニュース 14号でお伝えしたように、昨年度より交渉を

続けてきた勤勉手当の支給率について、6月 26日に大学

より次のような回答を得ました。 

 

・ 平成 30年度 6月の勤勉手当の支給率（成績率）は、

平成 28年度 6月と同様の方法で支給する。 

・ 平成 28年 12月ならびに平成29年 6月および 12月

の勤勉手当の減額分の扱いについては今後交渉に応

じる。 

 

 県大教の粘り強い交渉によって、勤勉手当の支給率（成

績率）が従前と同様の方法となったのは、一歩前進です！ 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

勤勉手当の減額とは？ 
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

2016年の6月の勤勉手当支給率（成績率）は、82/100

でした。しかし、同年12月の支給率は80/100になって

います。つまり、2016年12月より勤勉手当がおよそ0.02

程度減額されていたのです。 

支給率については、毎年の労使交渉に基づいて決定し

ており、変動することもありますが、計算方法を一方的

に変更しているところに重大な問題があります。ところ

が、この不利益変更について、県大教はじめ教職員には

なんら説明がありませんでした。 

勤勉手当の計算方法ですが、各個人へ支給される額は、 

勤勉手当基礎額（給料＋地域手当）×期間率 

×成績率（●●／１００） 

で計算されます。 

この●●については、人事委員会勧告に基づき労使交

渉を経て決定されますので、毎年変動します。 

一方、支給に係る予算（財源）の総額は以下の額を超

えてはならない、とされています。 

｛（給料＋地域手当）＋（扶養手当＋対する地

域手当）｝×（●●／１００）の総額 

つまり、財源は扶養手当を含めて計算した額を確保し

ておきながら支給時には扶養手当を除外して計算するの

で、「扶養手当と扶養手当に対する地域手当」の総額分が、

余ってくることになります。 

この剰余分を、滋賀県知事部局では人事評価制度によ

って成果配分するようになったそうです。 

区分は、特に優秀（Ｓ）、優秀（Ａ）、良好（Ｂ）、やや

良好でない（Ｃ）、良好でない（Ｄ）の５段階で、Ｂの成

績率を●●／100 として、剰余財源の範囲内でＳやＡに

上積みし、ＣやＤをカットします。 

ただし、実は人事評価制度導入以前から、剰余財源の

考え方は変わっておらず、Ｓ、Ａ、Ｂといった用語は使

用していませんが、「勤務成績に応じて、別に定める幅の

範囲内で任命権者が定める割合」で支給することとされ

ていました。 

しかし、組合が強く反対するなかで、●●／100は「勤

務成績が良好でない者（懲戒処分者等）」に適用され、多

くの職員は「勤務成績が良好である」ことから、剰余財

源分を配分してきました。この分配率は、勤勉手当支給

毎に改めて計算しますが、毎回、概ね0.02となっていま

す。これが、0.02の根拠です。 

このように、従来、大多数の職員は支給率（成績率）

を（●●＋剰余財源の分配率）／100 として支給されて

いたのです。 

本学における勤勉手当の減額措置は、「県に準じて」

県派遣職員が成果配分の対象となったことに関連して実

施されたようですが、本学の法人職員や教員は人事評価

による成果配分を実施していないのですから、単なる一

方的な減額措置であり、不利益変更に該当します。 

なお、滋賀県においても、勤勉手当の計算方法自体は、

人事評価制度導入(2016.4)前後で変更はありません。 

県大教では、昨年度 11 月に実施した理事長交渉のと

きから、勤勉手当の減額は不利益変更であると厳しく追

求し続け、平成 30 年度 6 月の勤勉手当は従来の方法で
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支給させることができました。しかし、この間、一方的

に減額された勤勉手当の復元については、十分な回答を

得ることできていません。 

2016年 12月、2017年 6月、2017年 12月の 3回分

の勤勉手当減額分は目的積立金として積み立てられてい

るとのことです。大学は、不利益変更を認め、減額分を

復元して追加支給すべきです。 

 県大教では、大学が一方的に引き下げた勤勉手当を復

元し、教職員へ返還するよう引き続き交渉を続けます。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

勤務実態調査に関する意見交換会

を実施しました！ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 先般、大学から説明があったように、彦根労働基準監

督署の指導により、勤務実態調査が実施されることにな

りました。とくに、現行では本学の助教は裁量労働制の

対象外と指摘されたことが波紋を呼んでいます。 

 これを受けて、県大教では、助教の方々を対象に意見

交換会を 8月 1日（水）の昼休みに実施しました。助教

の方々を中心に総勢 16名の参加を得ました。 

 意見交換会で提出された意見は以下のとおりです。 

 

・ 裁量労働制は譲れない（変形労働制より裁量労働

が良い）。 

・ 4月 1日からの勤務実態報告で不利益が生じない

か不安。 

・ 9割研究は現状からすると非現実的ではないか。 

・ 研究時間が確保できるような働き方や条件整備

を求めたい。 

・ 現状にあわせるなら助教を講師格に昇格させれ

ば問題が解消するのではないか。 

 

県大教では、教員の勤務実態と働き方についてアン

ケートを実施するとともに、大学による勤務実態調査

の結果によって教職員に不利益が生じないよう大学

に求めていきたいと考えています。 

 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

裁量労働制と助教 
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 

助教の職階は、2005年の「学校教育法の一部を改正す

る法律（平成 17年法律第 83号）」によって新たに設けら

れました。助教の職務内容は、「助教の職務内容について、

専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及

び能力を有する者であって、学生を教授し、その研究を

指導し、又は研究に従事する」（第 58条第 8項関係）と

定められています。 

また、翌年 5月の「大学等の教員組織の整備に係る学

校教育法の一部を改正する法律等の施行について」とい

う文科省通知には、下記のような留意事項が挙げられて

います。 

 

① 大学の教授、准教授及び助教の職務内容については、

学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事

することとして共通に規定しているが、各職が有す

るべき知識及び能力等に区別を設けており、各大学

において、教員の具体的な職務内容を定める際には、

このような各職の位置付けを踏まえ、役割の分担と

連携の下で組織的に職務が遂行されるように留意

すること。 

② 大学の講師は、教育研究を主たる職務とする職とし

て、基本的に大学に置かなければならないことした

教授、准教授及び助教とは別に、各大学の判断によ

り置くことができることとしたものであり、その基

本的な性格は改正前と変わらないが、今回の改正に

より、教授及び「助教授」でなく、教授及び「准教

授」に準ずる職務に従事することとしたこと。 

③ 大学の助手は、教育研究の円滑な実施に必要な業務

に従事することとし、教授、准教授及び助教とは職

務内容が明確に異なる職として位置付けることと

したこと。 

 

他方、専門業務型裁量労働制の対象業務を定めた「労

働基準法施行規則」ならびに「厚労省労働基準局長通達」、

同通達に関する「労働基準局監督課通達」により、学校

教育法に規定する大学における教授研究の業務は、専門



 

3 

業務型裁量労働制の対象と規定されていますが、その対

象は、教授、准教授、講師までであり、助教、助手は対

象外とされています。 

ただし、助教、助手であっても、「労働基準法施行規則」

第 24条の 2の 2第 2項第 1号によって専ら「人文科学若

しくは自然科学に関する研究の業務」に従事する（労働

時間の 9割以上が研究業務）なら専門業務型裁量労働制

の対象となります。 

本学では、前述の学教法改正後、講師職階を助教職階

に置き換えてきました。 

 教授 准教授 講師 助教 助手 

2008年 80 59 29 29 7 

2018年 72 71 5 50 5 

現在、本学には助教職階の方が 50名存在し、大学運営

の基幹を担っています。 

他方で、他の国立大学では、助教は、研究９割に近い

勤務状況に置かれているようです。例えば、滋賀大学で

は、職階別教職員数は、教授 99、准教授 86、講師 12、

助教 4、助手 4となっており、大学運営上の助教の位置

づけは本学とは著しく異なります。 

大学運営上からみても、助教職階のあり方が問われて

います。助教の皆様は、ぜひアンケートにご協力いただ

き、忌憚ないご意見を組合にお寄せください。 

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

総会は 10月に延期します 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 

8 月 3 日（金）に開催を予定しておりました滋賀県立

大学教職員組合総会ですが、開催を延期することにいた

しました。総会実施に向け鋭意努力しておりましたが、

諸事情により 10 月に延期いたします。組合員の皆様に

は、大変ご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申

し上げます。 

日程ならびに議案については、後日、改めてご案内さ

せていただきます。何卒ご理解、ご了承のほど、よろし

くお願いいたします。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

理事長交渉 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

今年度も理事長交渉に向け、みなさまからの意見を反

映させた要求書を作成し、7 月 9 日（月）に大学へ提出

しました。 

また、理事長交渉は下記日程にて行うことになりまし

た。 

 

日時：８月３０日（木）15：00〜16：30 

場所：Ａ１－２０８ 

 

組合員のみなさまには、理事長交渉にぜひご参加いた

だきたく、お願いいたします。 

なお、大学に提出した要求書は以下のとおりです。 

――――――――――――――――――――――――― 

滋賀県立大学の労働条件、雇用・待遇および

教育・研究環境の改善に関する要求書 

 

今年度も理事長交渉に先立ち、改めて組合員に本学に

おける労働、雇用、待遇ならびに教育研究環境に関する

要望を募りました。滋賀県立大学の労働環境ならびに教

育研究環境をより良いものにしたいとの想いから提出さ

れた要求です。立場の違いによりさまざまな意見があり

ますが、本学構成員の願いを汲んでいただき、本学の運

営に十分に反映していただきたく、お願いする次第です。

以下の要求事項に対し、理事長自ら誠意を持ってご回答

くださるようお願いいたします。 

なお、平成 30 年の「新年のご挨拶」において、廣川

理事長は「会話を大切にする」ことを教職員へ呼びかけ

られました。今年度こそ、理事長にも交渉の場にご臨席

いただき、滋賀県立大学で働く教職員の団体である組合

との会話を大切にしていただきたいと考えております。

また、前回の交渉時に、理事長ではなく副理事長が対応

するのが慣例とのご説明をいただいたことがありますが、

法人化以前および曽我前理事長の時代には理事長・学長

が直接対応されていたことを申し添えます。 

 

 



 

4 

要求事項 

Ⅰ．大学運営について 

１．運営費交付金の適正額の確保について 

（1）大学の自律的な財政運営のため、滋賀県から運営

交付金を安定的に確保するための仕組みづくりについて、

滋賀県と協議した結果を開示すること。 

（2）基準財政需要額に見合った額の運営費交付金を本

学へ支出するよう、引き続き滋賀県へ積極的に働きかけ

ること。 

 

２．理事長選考について 

（1）これまでの理事長選考においては教育研究評議会

が候補者推薦にあたって意向投票を実施しているが、次

期理事長選考では、教育研究評議会、経営協議会の推薦

ならびに常勤教職員 15 名以上の連名による推薦の候補

者全員に対する意向投票を理事長選考会議が実施するこ

と。 

（2）意向投票にあたっては、候補者の所信を書面にて

公示すること。 

（3）理事長選考会議は、意向投票の結果を尊重するこ

と。 

 

３．過半数代表の選出について 

非常勤職員を含むすべての労働者により過半数を代表

する者を適切に選出するための方法について組合と必要

な協議を行うこと。また、その具体的な方法を 10 月ま

でを目途に定めることとする。 

 

Ⅱ．労働条件の改善について 

1．事務職員の労働環境について 

（1）労使協定に違反する時間外労働を解消し、特別延

長の発生を可能な限りゼロにすること。 

（2）業務量に見合うよう事務局職員定数を大幅に増員

すること。その際、所定労働時間で処理できる業務量を

前提に職員定数を算定すること。 

 

２．労働条件不利益変更事案について 

（1）県派遣職員の人事評価制度実施に伴い、組合の合

意なしに一方的に引き下げた勤勉手当成績率（支給率）

を復元し、全教職員に追加支給すること。 

（2）昨年度実施された退職手当およびこれまでの退職

手当や給与の減額は、すべて労働者にかかわる不利益変

更であり、組合との交渉決裂のもと実施された。したが

って、退職手当の減額に相応する代償措置を講じること。

勤続年数に応じた報奨金の支給ならびに「失効年休積立

制度」の創設を検討すること。 

（3）本学教職員の雇用・労働環境ならびに待遇の変更

にあたっては、過半数代表への意見聴取だけでなく、本

学の労働組合である県大教と必ず事前に協議し、一方的

な改悪・変更は行わないこと。また、臨時の申し入れに

は真摯に応じること。 

 

３．有期雇用教職員の待遇改善について 

（1）2015年度に教員任期規程へ追加した不更新条項を、

新規採用の任期付教員のみならず更新回数に制限を定め

ない労働契約で既に採用していた任期付教員にまで適用

したことは、改正労働契約法による無期転換権が発生す

るのを避けることを目的に行われた脱法行為であり、認

められない。任期付教員の更新回数の上限を撤廃し、無

期転換ルールを適用するか、任期の定めのない専任教員

として登用する道をつくること。 

（2）恒常的な業務を担う特任職員ならびに短時間契約

職員の更新回数の上限を撤廃すること。 

（3）同一労働同一賃金の原則に基づき、有期雇用教職

員の待遇を改善すること。 

  ①病気休暇を特別休暇として認めること。 

（4）有期雇用職員がキャリアアップ（正職員化、限定

正職員化など）できる制度を構築すること。 

（5）特任職員の赴任手当や職員宿舎の入居などについ

ての不利益な扱いをなくすこと。 

（6）5年の上限を満了した後に再度採用された有期雇用

職員の年次有給休暇の不合理な取扱いを改善するための

恒常的な具体的措置を講じること。 

（7）定年年齢を超えて無期転換申込権が発生する労働

者に対し、事実上、無期転換申込権を放棄させている現

行の就業規則は、無期転換ルールの趣旨を没却させるも

のであるので改めること。 

（8）有期雇用職員にも満 60 歳定年制を導入した以上、
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高年齢者雇用安定法第9条に従った継続雇用制度の整備

を早急に行うこと。 

 

4．教員の労働条件について 

（1）専門業務型裁量労働制適用者であっても深夜勤

務・休日勤務に従事した場合は、その労働時間を適切に

把握し、振替休日を取得させるか割増賃金を支払うこと。 

（2）専門業務型裁量労働制適用者が振替休日を取得す

る場合にあっても、1 日単位の振替でなく、午前休・午

後休を2日に分けて取得することができるよう運用を改

善すること。 

（3）専門業務型裁量労働制適用の要件である「主とし

て研究に従事する」の基準を満たすため、研究以外の業

務は所定労働時間の半分程度になるよう実効性のある配

慮を徹底すること。まずは教員が研究時間をどの程度確

保できているのか、研究時間確保には何が必要なのかに

ついてのニーズ調査をすること。 

（4）自己点検評価での「重み」の申告において、教育

の割合を一番高くするよう求めているが、専門業務型裁

量労働制適用の要件を満たすには研究の割合が5割程度

でなければならず、従って研究の「重み」が一番高くな

ければならないはずである。自己点検評価の内容を是正

するとともに、申告した「重み」と現実が矛盾すること

のないよう、実効性のある配慮を徹底すること。 

 

Ⅲ．教育・研究環境の改善について  

1．生活困窮学生支援について 

今年度、授業料減免制度の基準が一部変更され、困窮

度の高い学生が授業料減免を受けやすくなった点は評価

する。その上で、本学の授業料減免率が国立大学平均並

になるまで予算拡充を目指すとともに、家計基準等の運

用においても国立大学に準じること。 

 

２．図書館人員の拡充と土曜開館について 

（1）正規司書職員を増員すること。 

（2）学生の自習環境を整備するためにも、平日以外の

開館日を増やせるような人員を配置すること。 

 

３．ハラスメント対策について 

（1）ハラスメント防止指針を見直すにあたって、二次

被害の発生を防止するための措置を講じること。 

（2）離職率について調査・公開し、特に、モラルハラ

スメントについて具体的な対策を講じること。 

 

４．育児支援制度の拡充について 

（1）学会参加ならびに研究調査の際のベビーシッター

代を科研費等から支出できるようマニュアル整備を進め

ること。 

（2）交流センター2階ならびに各学部棟の多目的トイレ

にもオムツ替えシートを設置すること。 

（3）休日業務時の託児サービスや病児保育時等で利用

できるよう学内に一時託児室を設置すること。 

（4）本学敷地内にどんぐりけんだいまえ保育園が開園

したことは、本学教職員にとって大きな利点である。し

かし、当園は彦根市の認可保育園にすぎない。本学教職

員向けの募集枠を確保してもらえないか当園と交渉する

こと。 

（5）男女共同参画推進室に専任教員ならびに専任職員

を配置すること。 

以上 

――――――――――――――――――――――――― 

 夏季休業中ですが、多くの組合員のみなさまに理事長

交渉にご出席いただけますと幸いです。よろしくお願い

いたします。 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

全大教に関するお知らせ 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 

 県大教が準加盟している全国大学高専教職員組合に関

するお知らせです。 

 

(1) 第 51回定期大会(7月 7日～8日)の開催と決定集 

 去る7月7～8日に全大教の第51回定期大会が東京で

開かれ、県大教からも参加予定でしたが、豪雨のため交

通機関が麻痺することが予想されたため、断念しました。

このほど、定期大会での決定事項、承認事項を決定集と

してまとめた資料が送付されましたので、県大教HPに
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て供覧します。組合員の皆様にはパスワードを別途お知

らせします。 

 

(2) 第 29回教職員研究集会（9月 14～16日、岡山県）

への参加者募集 

 9月14～16日に、岡山大学において全大教第29回教

研集会が開催されます。分科会等の詳しい内容は下記を

ご覧下さい。 

 

http://zendaikyo.or.jp/index.php?action=pages_view_

main&active_action=journal_view_main_detail&post

_id=2652&comment_flag=1&block_id=4500#_4500 

 

 参加を希望される組合員は、参加希望の日程、分科会

等を明記して、8月20日（月）までに組合書記局までご

連絡下さい。 

参加される場合、レポート（A4 で 2 ページ）を単組

でとりまとめて届け出る必要があります。8月20日（月）

の午前までに組合書記局までご提出下さい。 

 3 日間を通して 1 人分の旅費が全大教から支給され、

A４分科会（男女共同参画）、B３分科会（事務職員）に

参加する単組にはさらに1人分が支給されます。もし 

も多数の参加希望があった場合、県大教で負担できる旅

費支給額に限度があるため、全員のご希望には添えない

場合がありえますが、ご了解願います。 

 

(3) 全大教の個人用 ID取得について 

 全大教には、大変充実したホームページがあります（下

記）。 

 

 http://zendaikyo.or.jp/ 

 

 個人用 ID を取得すると、ログインして、各単組の取

組にかんする情報や、中央執行部が過去に集約した情報

その他、より多くの情報にアクセスできます。 

 また、「単組交流広場」や各専門部、協議会ごとの「ル

ーム」に登録すると、他大学の組合員との情報交換もで

きます。 

 個人用 ID の取得を希望する組合員は、書記局に申し

出て下さい。取りまとめて全大教に申請いたします。随

時、お申し出いただけますが、取りまとめの関係上、ひ

とまず8月末を締切とします。 

 

◆ 事務局より 

◎次回役員会議について 

役員会議は月一回開催しています。次回、役員会議は

8月 30日（木）17時より組合室にて開催いたします。 

次期役員候補の方もご参加をお願いいたします。 

また、役員会議には、役員以外の組合員の方も参加で

きます。活動にご意見またはご相談のある方はお気軽に

ご参加ください。 

◎組合室について 

 組合室の場所は、下記のとおりです。 
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